
 高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議 

 
令和４年８月１８日 
高等教育局長決定 

 
１． 趣旨 
 「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について」（令和４年５月 10 日

教育未来創造会議第一次提言）及び「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４

年６月７日）を踏まえ、高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」という。）の今後

の在り方について検討を行う。 
 
２． 検討事項 
 新制度の実施状況を踏まえ、教育未来創造会議第一次提言で言及されている以下の

事項について検討を行う。 
（１）中間所得層への支援強化の在り方 
（２）学生の学びの充実に向けた機関要件の活用 
（３）学生を保護する視点からの機関要件の厳格化 
（４）その他 
 
３． 実施方法等 
（１）別紙の有識者の協力を得て、上記２に掲げる事項について検討を行う。 
（２）必要に応じ別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聞くことが

できるものとする。 
 
４． 実施期間 
 令和４年８月 24 日から令和５年３月 31 日までとする。 
 
５． その他 
（１）会議に係る庶務は、高等教育局学生・留学生課において処理する。 
（２）この決定に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、必要に応じ会議に

諮って定める。 
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